
 

科目分類 一般教養科目 科学の基礎 開講時期 １年  前期 

授業科目 比較文化論 

選択／必修 選択 単位数（時間数） ２単位 30時間 授業形態 講義 

担当教員 翁 和美 

メールアドレス k-ou@cs.kinran.ac.jp オフィスアワー 授業の前後 

 

授業目的 
社会を構成する意味（秩序）体系としての文化を客観的かつ批判的にあつかう視座

を養成する。 

授業概要 

「社会とはなにか」と問われれば、多くの人は答えに窮するだろう。自らが生まれ

育ち所属する社会が私たちにとって自明であるからである。当然ながら、社会を構

成する意味（秩序）体系としての文化についても私たちの多くはそれを問うことな

く生きている。本講義では、第一に、社会的・文化的存在である人間を理解した上

で、現代社会の各局面における意味付与過程に深く分け入るとともに、その意味が

もたらす作用を具体的文脈や状況に沿って解読していく。最終的に、現代社会にお

いて積極的に価値づけられた文化表象そのもののイデオロギー性を問いかけること

を目指す。つまり、比較文化という思考（思想）と実践に埋め込まれたイデオロギ

ー性も問いかける。受講生はとにかく深く思考し発言することが求められる。 

授業内容 

第１回 現代社会において文化を問う意義： 講義全体の目的と目標を明確化する 

第２回 現代社会におけるイデオロギーとしての文化： 文化が持つ拘束と保護の二

側面をとらえる 

第３回 欲望する文化： 文化が持つ良いイメージの歴史的構築性を検討する 

第４回 文化に前提された帰属・線引き： 文化の名の下に隠蔽される構造を考察す

る 

第５回 多層な可能性を秘めた文化： 文化が持つ耳障りが良い標語ではない多層な

可能性を意識化する 

第６回 文化と向き合う： 文化による思考停止の現場を検証する 

第７回 文化相対主義（Cultural Relativism）というパラダイム： 文化の形式がお

よぼす悪循環を熟考する 

第８回 不関与主義の文化相対主義： 文化的イデオロギーを批判的に思索する 

第９回 文化を超越する（？）法的体系と普遍性の設定： 文化的介入を正当化する

法的体系を加味する 

第 10回 法的体系と普遍性の回路： 社会的・文化的存在としての人間を再考する  

第 11回 普遍性と文化（１）： 現代社会の文化イデオロギーを超える実践を学ぶた

めの前段階となる資料を視聴する 

第 12 回 普遍性と文化（２）： 現代社会の文化イデオロギーを超える実践を学ぶた

めの前段階となる資料を視聴する 

第 13回 文化的新実践（１）： 現代社会の文化イデオロギーを超える実践から学ぶ 

第 14回 文化的新実践（２）： 現代社会の文化イデオロギーを超える実践から学ぶ 

第 15回 文化的新実践（３）： 現代社会の文化イデオロギーを超える実践から学ぶ 

教科書 

参考書等 
教科書はない。参考文献は、必要に応じて、授業内で紹介する。 



 

成績評価 

基準・方法 

最終課題や、授業内で、適宜、課す思考メモの内容ならびに授業内での議論の貢献

度の三点で総合的に評価する。思考メモの評価基準は、高い評価から順に、次の通

りである。A：論旨は荒削りだが、他受講生の発言を建設的に展開している。あるい

は、構想が優れている。B：根拠づけて論旨が通っている。C：根拠は弱いが論旨は

通っている。D：内容がテーマから外れている。最終課題の評価においても、論旨の

整合性以上にチャレンジングな構想や思考を示している方に高得点を出す。 

履修要件 なし 

留意事項 

その他 

受講生はとにかく深く思考し発言することが求められる。 

講義目標に変更はないが、講義内容と順番は、受講生のカラーやニーズに応じて変

更する。実習や就職活動などで長期にわたって欠席する場合は、単位修得に影響す

るので、事前に必ず担当教員に相談するようにする。 

 


